
 

保育の無償化、待機児童解消、保育士の処遇改善のための必要な措置を 

求める意見書 

 

 ２０１９年１０月から幼児教育・保育の無償化の実施が予定されている。無償化の実 

施そのものに反対するものではないが、今回の政府提案には多くの懸念事項が指摘され 

ている。保育の無償化によって、保育の実施に責任を負う市町村に新たな負担を強いた 

り、また、喫緊の課題である待機児童解消や保育士の処遇改善を後退させることがあっ 

てはならない。 

 よって、国においては、必要な財源を確保し、だれもが安心できる保育の実現と無償 

化を実現されるよう、以下について要望する。 

１．保育の無償化にあたっては、地方自治体が負う課題が多くあり、地方自治体の負 

担増とならないよう国として財政措置も含めてあらゆる必要な措置を行うこと。 

２．公立保育所の無償化で自治体負担が増すことがないように、必要な措置を講じる 

こと。  

３．給食食材費は実費徴収化ではなく、無償化の対象にすること。 

４．無償化に財源をとられることで、保育の質的量的拡充が停滞することがないよう、

国として十分な予算を確保すること。特に待機児童の解消については、無償化に 

よって需要が喚起されることが予測されるため、国として認可保育所の整備計画を 

たて、保育所等整備交付金の増額など支援の拡充、必要な財源措置を行うこと。保 

育士等職員の配置基準の改善、賃金の引き上げなど処遇改善のために公定価格の改 

善など必要な措置を行うこと。 

５．認可外保育施設の取扱については質確保の点で問題があるため、等しく質の高い 

保育を保障できるよう、認可外施設への指導・監査体制を抜本的に強化し、その認 

可を促進するなど質量ともに充実させ、子どもの命・権利を最優先にした措置をと 

ること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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